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はじめに

　　本稿は、本紙平成28年12月７・８日号（No.14341-
14342）に掲載された「企業秘密の保護に関する裁判
例の動向と課題（上）（下）」（以下「前稿」という）
の続編である。前稿においては、営業秘密（不正競
争防止法２条６項）を中心に、企業秘密１の保護に

関する刑事裁判例および民事裁判例の動向について
整理・分析を行った上で、企業秘密に関する情報公
開法の規定について言及した。後述するように、情
報公開法は、行政機関に提出された企業情報につい
て原則として開示を義務付けており、企業秘密を含
む企業情報が同法に基づいて開示される可能性も否
定できない。そのため、同法は、企業秘密の保護に
関しても重要な意義を有しているということができ
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よう２。しかしながら、前稿において指摘したように、
企業秘密の保護に関する裁判例は、従来、刑事裁判
例および民事裁判例を中心に整理されることが多
く、情報公開訴訟に関する裁判例（行政事件裁判例）
が分析の対象とされることは少なかった３。そこで、
本稿においては、１．情報公開法を中心にわが国の
情報公開制度の概要について説明した上で、２．情
報公開制度に基づく企業情報の開示請求に関する裁
判例の動向について整理し、さらに、３．企業情報
の開示決定を不服として企業側がその取消し等を求
める訴訟において請求が認容された裁判例について
紹介し、最後に、４．情報公開制度において企業秘
密を保護するための手段について若干の検討を行う
こととしたい。

１　企業情報に関する情報公開制度の概要

（１） 情報公開制度の根拠法

わが国における情報公開制度は、主として、
ⓐ行政機関情報公開法（行政機関の保有する情
報の公開に関する法律）、ⓑ独立行政法人等情
報公開法（独立行政法人等の保有する情報の公
開に関する法律）およびⓒ各地方公共団体にお
いて制定する情報公開条例から成り、いずれも、
国民（住民）主権の理念や行政機関の説明責任
を根拠として、行政機関等の保有する情報の開
示手続について規定している。

ちなみに、ⓒ地方公共団体が制定する情報公
開条例の中には「知る権利」の保障を目的に掲
げるものも存在するが、現在のところ、ⓐ行政
機関情報公開法およびⓑ独立行政法人等情報公
開法は、「知る権利」を明文で掲げることはして
いない４。このように、ⓒ地方公共団体の制定
する情報公開条例の中には、ⓐ行政機関情報公
開法やⓑ独立行政法人等情報公開法の規定とは
異なる規定を有するものも存在するものの、情
報公開制度における企業秘密の保護について
検討することを主目的とする本稿においては、
個々の法律および条例の差異に着目することは
せず、特に断りのない限り、ⓐ行政機関情報公
開法の規定について取り上げることとする（以

下、本稿において、行政機関情報公開法を単に
「法」という）。

（２） 開示請求権者と開示請求の対象

法３条は、「何人も、…行政機関の保有する
行政文書の開示を請求することができる」とし
て、開示請求権について定めている。「何人も」
と規定されるように、法人や外国人についても
開示請求権が認められ、かつ、開示を求める者
が当該行政文書に利害関係を有していなくても
開示請求が可能である５。

開示請求の対象は、「行政機関の保有する行
政文書」であるが、行政機関情報公開法にいう

「行政機関」は国の行政機関をいい（法２条１
項各号参照）、独立行政法人や地方公共団体の
保有する行政文書については、独立行政法人等
情報公開法や情報公開条例によって規律される。
そして、開示請求の対象となる「行政文書」とは、
ⓐ行政機関の職員が職務上作成し、または取得
した文書等（電磁的記録を含む）であって、かつ、
ⓑ行政機関の職員が組織的に用いるものとして
当該行政機関が保有しているもの、をいう（同
条２項。ただし、同項各号に掲げるものは除か
れる）。このように、「組織的に用いるもの」だ
けが「行政文書」に該当するため、職員がもっ
ぱら個人的に作成したメモ等は、開示請求の対
象とはならない。

次に、法５条は、「行政機関の長は、開示請
求があったときは、開示請求に係る行政文書に
次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」と
いう。）のいずれかが記録されている場合を除
き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示し
なければならない」と規定し、行政機関の長に
行政文書を開示する義務を課している。また、
不開示情報が記録されている場合であっても、
当該行政文書全体が不開示となるわけではなく、
原則として、当該不開示情報が記載された部分
を除いた部分が義務的に開示される（法６条）。

（３） 企業秘密と情報公開制度

企業情報については、財務関係書類をはじ
めとする様々な書類が行政機関への提出を義務


